
2　食べ残しゼロ推進店舗 取組内容チェックリスト
　申請時に実践する取組内容を以下（1）～（8）から２項目以上選び，該当する取組に□をつけてください。
《現在実施している取組内容》
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（1）食材を使い切る工夫
ア 食材の無駄が出ないように仕入れている。

イ 魚のあらや骨，野菜の皮などを利用したメニューの提供

ウ 余った食材をスープやパテ，スタッフのまかない料理に利用している。

エ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（2）食べ残しを出さない工夫
ア 小盛りメニュー，ＳＭＬサイズ，ハーフサイズメニューの設定

イ 写真を掲載するなど，内容（量・カロリー・辛さ等）がわかるメニューの作成

ウ アレルギーや好き嫌いに対応するため材料をメニューに詳しく記載，又は注文時に食べられない物等を確認している。

エ コース料理でも量を選べるようにしている。

オ 注文時に分量のリクエストを聞く，又は量について説明している。

カ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（3）宴会，冠婚葬祭での食事等における工夫
ア 宴会幹事等へ食べ残さないルールやマナーの呼び掛けを行う。

イ 予約時にお客様の年齢層，男女比，好み等を確認し，適量の料理提供を行う。

ウ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（4）食べ残しの持ち帰りができる工夫
ア 持ち帰り用容器(ドギーバッグ )，又は客が持参した容器を使用している。

イ 持ち帰り可能の店内案内をしている。

ウ 要望があった場合に，消費期限等を説明した上で持ち帰り可能としている。

エ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（5）ごみ排出時の水キリ等の工夫
ア 水キリ専用ザルを取り付け使用している。

イ 生ごみをコンポストに入れている。

ウ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（6）使い捨て商品の使用を抑える工夫
ア マイ箸・マイボトル持参を推奨している。

イ 間伐材使用の割り箸への移行や繰り返し洗って使える箸を用いるようにしている。

ウ 紙製やプラスチック製の使い捨て容器等を使わない工夫をしている。

エ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（7）食べ残しゼロに向けた啓発活動
ア ポスター等を掲示している。

イ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（8）上記以外の食べ残しを減らすための工夫　※上記以外の食べ残しを減らすための工夫がありましたら御記入ください。

京都市内で営業する飲食店・宿泊施設が対象!

「食べ残しゼロ推進店舗」認定制度が
京都市ではじまりました！

京都市では，食材を使い切る「使いキリ」
食べ残しをしない「食べキリ」

ごみとして出す前に水を切る「水キリ」
これら３つの「キリ」に取り組む「生ごみ３キリ運動」を推進しています。

京都市では，これまで以上にごみを減らすために，
「生ごみ３キリ運動」を推進している飲食店や宿泊施設を
食べ残しゼロ推進店舗として認定する制度をはじめました。

※京都市が実施する取組に関する各調査へも御協力いただきます。
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交付されたステッカー等を
店舗に掲示

取組内容について，来店者・
宿泊者へ積極的にPR

選択した取組を積極的に行い，
生ごみ等の発生抑制を実践
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「食べ残しゼロ推進店舗」認定制度実施要綱第５条の規定により，推進店舗の認定を申請します。

店舗の区分※ □ 飲食店　　　　　　　□ 宿泊施設

店舗名※

代表者氏名

店舗所在地※

〒　　　　　　ー

店舗のホームページ
アドレス※ http://

連絡先

所属 担当者氏名

電話 FAX

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　＠

御社のPRポイント及び取組内容についての御社からの提案や
今後実施したい取組等を御記入ください。

※印の登録内容は，京都市ホームページに掲載させていただきますので，御了承願います。

1　基本情報

「食べ残しゼロ推進店舗」認定申請書
「食べ残しゼロ推進店舗」認定制度実施要綱に基づき，認定を申請します。

申請日　平成　　　年　　　月　　　日

対象事業者と認定条件
対象事業者： 京都市内で営業する飲食店及び料理を提供する宿泊施設が対象です。
 料理の提供形態は，出前・宅配を含みます。 

認 定 条 件： 当パンフレット裏面に記載されている取組内容（1）～（8）のうち，2項目以上を実践して
 いる飲食店・宿泊施設を店舗ごとに「食べ残しゼロ推進店舗」として認定します。

申請方法
認定を希望する飲食店・宿泊施設の代表者は，右記の認定申

請書及び当パンフレット裏面の取組内容を御記入の上，京都市
環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課に，郵送，FAX，
メール，持参のいずれかの方法でお申し込みください。
※申請書はホームページからもダウンロードできます

京都市　スッキリ 検索     http://www.sukkiri-kyoto.com

郵便・
持参の場合

次の住所まで認定申請書を郵送・持参ください。
京都市環境政策局 循環型社会推進部 ごみ減量推進課
〒604-0924　京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384番地
ヤサカ河原町ビル8F

FAXの場合 当パンフレットの申請書の裏表2枚をコピーし，コピーを次のFAX番号までお送りください。
京都市環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課　FAX ／075-213-0453

メールの場合
当パンフレットの申請書を次のアドレスにお送りください。
※申請書はホームページからもダウンロードできます
京都市環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課　E-mail ／ junkan@city.kyoto.jp

申請後，申請内容を確認し，ホームページ「京都 生ごみスッキリ情報館」へ推進店の情報を掲載すると
ともに，取組内容を記載した認定証を発行し，申請者宛に対してステッカーを交付します。

（認定の中止）
推進店は，取組内容が取組項目に合わなくなった場合や，閉店等の理由で取組を中止する場合は，認定中止届を提出するとともに，ステッカー等の掲示を取り止めてください。また，

認定中止届の内容を確認し，認定名簿，及びホームページ等の掲載情報から削除します。
（認定内容の変更）

申請書に記載した内容に変更が生じた場合は，速やかに内容変更届をごみ減量推進課へ提出してください。
（認定の取消し）

推進店が要件を満たさなくなった場合や，信用を失墜する行為を行うなど，推進店として適当でないと判断した場合は，認定を取り消します。認定を取り消された推進店は，速やか
にステッカー等の掲示を取り止めてください。

（推進店への支援）
京都市は申請者に対し必要な助言を行うとともに，推進店での取組内容等について，ホームページで紹介します。なお，申請者は申請書を提出した時点で店舗情報をホームページ

へ掲載することを承諾したものとします。また，推進店から環境に配慮した取組に関して報告書が提出され，かつ，その内容に顕著な成果，功績が認められた場合は表彰を行います。

生ごみ３キリ運動とは？
生ごみを減らすため，京都

市では，食材を使い切る「使い
キリ」，食べ残しをしない「食
べキリ」，ごみとして出す前に水を切る「水キリ」，
これらの 3 つの「キリ」に取り組む「生ごみ 3 キ
リ運動」を推進しています。

食べ物の持ち帰りは
ドギーバッグをご利用ください

ドギーバッグとは，食べ残した料
理などを来店者の希望により持ち帰る際に利用できる
箱です。京都市オリジナルのドギーバッグを無料で用意
しておりますので，必要な場合はごみ減量推進課までお
問い合わせください。 TEL 075-213-4930

京都市環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課

075-213-0453

【お問合せ先】 京都市環境政策局 循環型社会推進部 ごみ減量推進課　TEL 075-213-4930　FAX 075-213-0453

FAX：


